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この最初の試験の後、供試品はその安全性やその後の使用を損なう様な損傷がないこと。吊

り下げるポイントを横棒の上１ｍとして上記試験の全体を繰り返す。 

２回目の試験の後、供試品はその安全性やその後の使用を損なう様な損傷のないこと。ラン 

プを損傷から保護する手段は、たとえそれが変形しても、緩んではならない。それがランプの

損傷に対する唯一の保護手段でなければ透光性カバーの保護ガラスの破損は無視される。 

注- 銅製の充填ブロックは、もしそれがなければハンドランプが横棒に当たらない様なハンドランプの形 

状の時にのみ必要である。 

 

8.7 沿面距離と空間距離 

IEC 598-1 の第 11 章の規定が適用される。 

 

8.8 保護接地 

IEC 598-1 の第７章の規定は適用されない。 

 

8.9 端子 

8.9.1 の要求事項と共に IEC 598-1 の第 14 章と第 15 章の規定が適用される。 

8.9.1 電源接続用の端子は 0.75mm2から 1.5mm2の公称断面積を持つ導体の接続に適切なもの 

であること。 

適否は、指定された最大と最小の断面積の導体を取り付けて判定する。 

 

8.10  外部及び内部配線 

8.10.1 から 8.10.6 の要求事項と共に、 IEC 598-1 の第５章の規定が適用される。 

8.10.1 普通型でないハンドランプは取り外し出来ないケーブル又はコードを備えていること。 

ハンドランプはコンセントを備えではならない。 

普通型でないハンドランプは機器用インレットを備えていてはならない。普通型のハンドラ 

ンプが機器用インレヅトを備えている場合には、それらに機械式ロッキングが備わっているこ

と。 

適否は、目視検査により判定する。 

8.10.2 可とうケーブル又はコードは IEC 227 及び IEC 245 に規定された次のタイプよりも

弱いものでないこと。 

 

ゴム PVC        

普通のハンドランプ............................... 245 IEC 53 又は 227 IEC 53 

防滴型、防雨型、防まつ型及び防塵型ハンドランプ..... 245 IEC 57 

 

防噴流型、防浸型、水中型及び 

耐塵型ハンドランプ.................................245 IEC 66 

 

 

普通型ではないハンドランプ用のケーブルとコードはポリクロロプレンのシースを有するこ

と。 

別表第一に適合する電線を用いる場合には、キャブタイヤケーブル(１種キャブタイヤケーブ

ルを除く)であること。ただし、放電灯を用いた屋内用のハンドランプにはビニルキャブタイ

ヤケーブルが使用できる。 
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導体の断面積は、598-1 5.2.2 による。 

適否は、目視検査により判定する。 

8.10.3  ハンドランプはケーブル入口が１つしかないものとする。 

適否は、目視検査により判定する。 

8.10.4  IEC 598-1 の第５章の 5.2.7 と 5.2.8 の要求事項は適用されない。 

可とうケーブルとコードは絶縁材料裂のコード保護又は適当な形状の入口穴によって、ハン

ドランプやプラグ付安定器又は変圧器の入口穴での角の曲がりに対して保護されていること。 

コード保護方法は、 

－  再結線可能なハンドランプでは可とうケーブル又はコードと一体になっていないこと。 

－  絶縁材料製のコード保護が簡単にとれないような信頼できる方法で取り付けてあること。 

－ 入口穴から少なくとも 25mm ハンドランプの外側に付き出していること。 

－ 適当な機械的強度と弾力性を持っていること。 

適否は、目視検査及び 8.10.4.1 に述べる試験で判定する。 

8.10.4.1 再結線不能なハンドランプ及び再結線可能なハンドランプでは、ハンドランプのケ

ーブルの入口の部分を図２に示されているのと同様な装置の振動部に、そしてその運動の中間

位置でケーブル又はコードの軸が、それが供試品に入るところで鉛直になりかつ振動の軸を通

過するように取り付ける。 

ケーブル又はコードにかかる力が 20N になる様に重りで荷重をかける。 

最大定格ワット数と定格電圧から求めた電流を流し、ランプホルダーの接点間の電圧は定格 

電圧に等しくする。 

屈曲部分は 90°(鉛直線の各々の側に 45°)の角度で前方と後方に１分間に 60 回の割合で  

20,000 回屈曲させる。 

試験後、導体の撚り線の断線率が 50％以下であること。コード又はケーブルは IEC 598-1、 

第 10 章に記載されている絶縁抵抗試験と耐電圧試験に適合しなければならない。 

注－ 後方あるいは前方のいずれかの１回の動きで１回の屈曲と数える。 

8.10.5 再結線可能なハンドランプでは、IEC 598-1 の第５章の 5.2.10.1 の試験はコード保護、

グランド又は同様の装置なしで行う。再結線不能なハンドランプは出荷状態で試験される。 

グランドはコード止めに使用してはならない。 

適否は、目視検査により判定する。 

8.10.6 取り外し出来ない可とうケーブルとコードは少なくとも５ｍの長さがあること。 

適否はケーブル又はコード、又はコードガードがハンドランプに入る点とプラグへの入口の 

間のケーブル又はコードの長さを測定して判定する。 

 

8.11 感電に対する保護 

8.11.1 の要求事項と共に、IEC 598-1 の第８章の規定が適用される。 

8.11.1 ねじ込み口金又は差込み口金への接触を防ぐ部分は手で取り外せないこと。 

白熱電球用のハンドランプでは、保護格子や保護ガラスはそれらがハンドランプの本体と一

体になっていない限り、取り外して感電に対する保護をチェックする。 

適否は、目視検査及び手による試験により判定する。 

 

8.12 耐久性試験と温度試験 

8.12.1 から 8.12.3 の要求事項と共に IEC 598-1 の第 12 章の規定が適用される。 

8.12.1 その劣化がハンドランプの安全性を損なうような外部部分のあるハンドランプと安定 

器では、IEC 598-1 の第 12 章の 12.3.1 の試験に加えて次の耐久試験によって適否を確認する。 

IP 分類が IP20 を超える器具は IEC 598-2 のこの章の 8.13 に基づき IEC 598-1 の第９章の 9.2 の 
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